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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄面に付着した汚れを洗浄する為のブラシ用毛材において、合成樹脂発泡体からな
り、中空部を有する筒状体と、該中空部の外周に凸部と溝部とが交互に連続的に形成され
た蛇腹部とを形成したことを特徴とするブラシ用毛材。
【請求項２】
　被洗浄面に付着した汚れを洗浄する為のブラシ用毛材において、合成樹脂発泡体からな
る発泡部と合成樹脂からなる樹脂部とが互いに隣接するように一体的に接合されて中空部
を有する筒状体を形成し、または、中空部を有する筒状体の樹脂部の外周に筒状体の発泡
部を一体的に形成したことを特徴とするブラシ用毛材。
【請求項３】
　ブラシ用毛材の長手方向の先端部に細分割部が形成されたことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載のブラシ用毛材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被洗浄面に付着した汚れを洗浄するためのブラシ用毛材に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
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　被洗浄面に付着した汚れ等を洗浄する為のブラシ用毛材に関しては、さまざまな改良が
なされ、合成樹脂繊維、布、フィルム、独立気泡発泡体等を使用した各種ブラシ用毛材が
提案されている。一般的にいえば、合成樹脂繊維は、洗浄性が良好で、洗い残しが少ない
が、被洗浄面に傷を付けやすく、洗浄時の音が大きいという特徴を有している。また、布
は、被洗浄面に柔らかく接触する為、被洗浄面に傷を付けにくいが、洗い残しが多く、高
価格であるという特徴を有している。また、フィルムは、洗浄時の音が小さく、被洗浄面
に傷を付けにくいが、毛腰が弱く、洗浄性が低いという特徴を有している。また、独立気
泡発泡体は、耐久性が良好で被洗浄面に傷を付けにくいが、洗浄時の音が大きいという特
徴を有している。
【０００３】
　出願人は、合成樹脂繊維を用いたブラシ用毛材として、熱可塑性樹脂と熱可塑性エラス
トマーとを配合した樹脂組成物からなるものを開発している（特許文献１）。
【０００４】
　このブラシ用毛材は、熱可塑性樹脂と熱可塑性エラストマーとを配合し、それを成型す
る事により、柔軟かつ弾性保持率の高いブラシ用毛材を実現しているという特徴を有して
いる。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２５６１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のブラシ用毛材は、上記のような特徴を有しているが、熱可塑性樹脂と熱可塑性エ
ラストマーとを配合する工程が必要であった。また、熱可塑性樹脂と熱可塑性エラストマ
ーとを配合することにより、被洗浄面に傷を付けにくく、かつ洗浄時の音を小さくできる
ブラシ用毛材を実現しているが、まだ、改良の余地が多分にあるレベルであるのが、現状
である。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、製造が容易で、かつ、
洗浄性をより向上させると共に、洗い残しが少なく、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗
浄時の音が小さいブラシ用毛材を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のブラシ用毛材は、上記の目的を達成するため次の手段を採った。すなわち、請
求項１の発明では、被洗浄面に付着した汚れを洗浄する為のブラシ用毛材において、合成
樹脂発泡体からなり、中空部を有する筒状体と、該中空部の外周に凸部と溝部とが交互に
連続的に形成された蛇腹部とを形成したことを特徴としている。
【０００９】
　材質については、発泡体を形成することが可能なものであればよく、熱可塑性樹脂、各
種エラストマー、合成ゴム等が使用できる。好適には、熱可塑性樹脂、あるいはポリオレ
フィン系樹脂が望ましく、より好適には、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂が望ま
しく、さらにより好適には、低密度ポリエチレン樹脂、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂が
望ましい。また、ポリウレタン、各種配合品等の熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系熱可塑
性エラストマー、ポリ塩化ビニル系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラ
ストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、スチレン系熱可塑性エラストマー等の
熱可塑性エラストマーも、使用することができる。
【００１０】
　また、中空部を有する筒状体は、肉厚が一定の管状に限らず、例えば、被洗浄面にたい
する衝撃力を徐変させるため、内周部の円周等分の数箇所に凹部あるいは凸部を形成した
ようなものも含むものである。
【００１１】
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　また、樹脂の発泡成形技術については、溶融発泡成形、固相発泡成形、注型発泡成形等
があり、特に限定しないが、押出機の先端に取り付けられた金型を通して発泡押出した後
、冷却固化させることにより形成するのが望ましい。なお、これは、溶融発泡成形の一種
の押出発泡成形、あるいは異形押出技術の一種の発泡押出と呼ばれている。
【００１２】
　また、中空部の外周に蛇腹部を連続的に形成した場合は、その長手方向の形状について
は、特に限定しない。例えば、軸の周りに捩りを加えた筒状体に形成してもよい。
【００１３】
　また、請求項２の発明は、被洗浄面に付着した汚れを洗浄する為のブラシ用毛材におい
て、合成樹脂発泡体からなる発泡部と合成樹脂からなる樹脂部とが互いに隣接するように
一体的に接合されて中空部を有する筒状体を形成し、または、中空部を有する筒状体の樹
脂部の外周に筒状体の発泡部を一体的に形成したことを特徴としている。
　ブラシ用毛材の発泡部及び樹脂部に使用する材質については、請求項１に記載の材質を
使用することができる。なお、製造方法は特に限定しないが、溶融発泡成形の一種の押出
発泡成形及び溶融成形の一種の押出成形の同時成形技術、あるいは異形押出技術の一種の
共押出の製造方法を使用するとよい。
【００１４】
　また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２記載のブラシ用毛材において、ブラ
シ用毛材の長手方向の先端部に細分割部が形成されたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のブラシ用毛材は、次に示すような効果を得ることができる。
　請求項１のブラシ用毛材は、合成樹脂発泡体からなり、中空部を有する筒状体としたの
で、ブラシ用毛材が被洗浄面に接触した時には、ブラシ用毛材に形成されてある中空部が
、被洗浄面からブラシ用毛材に加えられた衝撃力を吸収する事ができる。その為、被洗浄
面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、中空部が、被
洗浄面からブラシ用毛材に加えられた衝撃力により変形することにより、ブラシ用毛材の
被洗浄面にたいする接触面積が、衝撃力に応じて適時徐変する。その為、高い洗浄性を実
現させることができると共に、極めて洗い残しを少なくすることができる。
【００１６】
　また、ブラシ用毛材は、合成樹脂発泡体からなる筒状体にて形成されてある為、ブラシ
用毛材の外面が被洗浄面の細部に接触するように、ブラシ用毛材の長手方向の長さ、外径
及び中空部の寸法を設定することにより、より高い洗浄性を実現させることができると共
に、極めて洗い残しが少ないブラシ用毛材を製作できる。
【００１７】
　また、ブラシ用毛材は、溶融発泡成形の一種の押出発泡成形、あるいは異形押出技術の
一種の発泡押出と呼ばれている製造方法が採用でき、発泡倍率の調整、発泡剤の配合作業
、押出成形等が迅速かつ正確となり、ブラシ用毛材の製造が迅速かつ、容易となる。
【００１８】
　ブラシ用毛材を中空部の外周に蛇腹部を連続的に形成した場合は、ブラシ用毛材が被洗
浄面に接触した時に、ブラシ用毛材に形成されてある複数の凸部が、被洗浄面へ接触させ
ることができる。また、ブラシ用毛材に形成されてある中空部は、被洗浄面からブラシ用
毛材に加えられた衝撃力を吸収する事ができる。さらに、複数の凸部は、被洗浄面に付着
した汚れ等にたいして細かく接触する事ができる。その為、ブラシ用毛材は、被洗浄面に
傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、汚れが、さまざま
な付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共に、耐久性もよい。
【００１９】
　また、ブラシ用毛材は、中空断面の外周に複数の溝部が形成されているので、洗浄水等
の水分を、複数の溝部に保持することができる。そのため、ブラシ用毛材は、複数の溝部
に保持された水分等が被洗浄面に接触することにより、より高い洗浄力を発揮できる。
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【００２０】
　請求項２のブラシ用毛材は、合成樹脂発泡体からなる発泡部と合成樹脂からなる樹脂部
とが一体的に接合されて中空部を有する筒状体を形成したので、ブラシ用毛材が被洗浄面
に接触した時には、ブラシ用毛材に形成されてある発泡部及び樹脂部が、被洗浄面に接触
する。発泡部は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、柔軟に接触させることができ、樹脂部
は、発泡部に比べて、剛性を高く設定することが容易にでき、毛腰を強くすることができ
る。その為、ブラシ用毛材は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、柔軟に接触させることが
できると共に、毛腰を強くすることができ、高い洗浄力を発揮できる。
【００２１】
　また、ブラシ用毛材が被洗浄面に接触した時には、ブラシ用毛材に形成されてある中空
部が、被洗浄面からブラシ用毛材に加えられた衝撃力を吸収する事ができる。その為、被
洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、中空部が
、被洗浄面からブラシ用毛材に加えられた衝撃力により変形することにより、ブラシ用毛
材の被洗浄面にたいする接触面積が、衝撃力に応じて適時徐変する。その為、高い洗浄性
を実現させることができると共に、極めて洗い残しを少なくすることができる。
【００２２】
　また、ブラシ用毛材は、溶融発泡成形の一種の押出発泡成形及び溶融成形の一種の押出
成形の同時成形技術、あるいは異形押出技術の一種の共押出と呼ばれている製造方法が採
用できるので、ブラシ用毛材の発泡部及び樹脂部の断面形状が、複雑である場合において
も、製造を迅速かつ、容易にできる。
【００２３】
　また、中空部を有する筒状体の樹脂部の外周に筒状体の発泡部を形成した場合は、ブラ
シ用毛材が被洗浄面に接触した時に、合成樹脂発泡体よりなる発泡部のみが、接触する。
その為、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また
、発泡部の内側にたいして、樹脂部が、一体的に接合されてある為、毛腰を強く保持する
ことができる。さらに、中空部は、被洗浄面からブラシ用毛材に加えられた衝撃力を吸収
する事ができる。したがって、ブラシ用毛材は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時
の音を極力小さくする事ができると共に、毛腰を強く保持することができる。また、被洗
浄面に付着した汚れ等が、さまざまな付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮
できると共に、耐久性もよい。
【００２４】
　請求項３のブラシ用毛材は、長手方向の先端部に細分割部が形成されているので、細分
割部を形成している細分割された低密度ポリエチレン樹脂発泡体が、被洗浄面の細部に接
触することができ、被洗浄面の細部まで高い洗浄性を実現させることができると共に、極
めて洗い残しを少なくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の実施の形態を、添付図面に示した本発明の実施例に基づいて以下に具体的に説
明する。
【実施例１】
【００２６】
　請求項１の発明の実施例を図１～図４に基づいて説明する。
　図１は、本発明のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図である。図１において、１はブ
ラシ用毛材、２は筒状体、３は中空部である。図２は、図１のブラシ用毛材の断面図であ
る。図３は、図１のブラシ用毛材の製造状態を前面側から見た斜視図である。図３におい
て、４は金型、５は押出機である。図４は、本発明の実施例１の他の実施の形態のブラシ
用毛材の断面図である。図４において、６は蛇腹部、７は溝部、１１はブラシ用毛材、１
３、２３は中空部、１７は凸部である。
【００２７】
　ブラシ用毛材１は、図１及び図２に示すように、中空部３を有する筒状体２に形成され
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ている。なお、材質は、合成樹脂発泡体の一種である低密度ポリエチレン樹脂発泡体が使
用されている。
【００２８】
　次に、ブラシ用毛材１の製造方法を説明する。ブラシ用毛材１は、低密度ポリエチレン
樹脂の中にあらかじめ発泡剤を配合した後、図３に示すように、押出機５の先端に取り付
けられた金型４を通して発泡押出された後、冷却固化させることにより形成される。とこ
ろで、一般的には、樹脂の発泡成形技術については、溶融発泡成形、固相発泡成形、注型
発泡成形等があるが、この製造方法は、溶融発泡成形の一種の押出発泡成形、あるいは異
形押出技術の一種の発泡押出と呼ばれている。
【００２９】
　このように構成されているので、ブラシ用毛材１が被洗浄面に接触した時には、ブラシ
用毛材１に形成されてある中空部３が、被洗浄面からブラシ用毛材１に加えられた衝撃力
を吸収する事ができる。その為、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さ
くする事ができる。また、中空部３が、被洗浄面からブラシ用毛材１に加えられた衝撃力
により変形することにより、ブラシ用毛材１の被洗浄面にたいする接触面積が、衝撃力に
応じて適時徐変する。その為、高い洗浄性を実現させることができると共に、極めて洗い
残しを少なくすることができる。
【００３０】
　また、ブラシ用毛材１は、低密度ポリエチレン樹脂発泡体からなる筒状体であるので、
ブラシ用毛材１の外面が被洗浄面の細部に接触するように、ブラシ用毛材１の長手方向の
長さ、外径及び中空部３の寸法を設定することにより、高い洗浄性を実現させることがで
きると共に、極めて洗い残しが少ないブラシ用毛材１を製作できる。
【００３１】
　また、ブラシ用毛材１は、上記の製造方法によっているので、発泡倍率の調整、発泡剤
の配合作業、押出成形等を、目的に応じて、迅速かつ正確に実施することができ、ブラシ
用毛材１の製造を迅速かつ、容易にできる。
【００３２】
　図４は、別の実施例をしめすもので、ブラシ用毛材１１は、中空部１３、２３が形成さ
れ、その外周には、複数の溝部７と凸部１７からなる蛇腹部６が連続的に形成されている
。
【００３３】
　このように構成されているので、ブラシ用毛材１１が被洗浄面に接触した時には、ブラ
シ用毛材１１に形成されてある複数の凸部１７が、被洗浄面に接触することができる。ま
た、ブラシ用毛材１１に形成されてある中空部１３は、被洗浄面からブラシ用毛材１１に
加えられた衝撃力を吸収する事ができる。さらに、複数の凸部１７は、被洗浄面に付着し
た汚れ等にたいして細かく接触する事ができる。その為、ブラシ用毛材１１は、被洗浄面
に傷を付けることがなく、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、汚れが、さま
ざまな付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮でき、耐久性もよい。
【００３４】
　また、ブラシ用毛材１１は、中空部の外周に複数の溝部７が形成されているので、洗浄
水等の水分が、複数の溝部７に保持される。これにより、ブラシ用毛材１１は、複数の溝
部７に保持された水分等が被洗浄面に接触して、より高い洗浄力を発揮できる。
【００３５】
　なお、ブラシ用毛材１１の長手方向の形状については、長手方向の軸の周りに捩りを加
えた筒状体に形成してもよい。このようにした場合には、ブラシ用毛材１１の複数の凸部
１７は、捩りを加えた形状に形成されるので、被洗浄面の汚れ等が、強力な付着力を有す
る場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共に、耐久性もよい。
【実施例２】
【００３６】
　次に、請求項２の発明の実施例を図５～図８に基づいて説明する。
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　図５は、本発明のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図で、８は発泡部、９は樹脂部、
１２は筒状体、２１はブラシ用毛材、３３は中空部である。図６は、図５のブラシ用毛材
の断面図である。図７は、図５のブラシ用毛材の製造状態を前面側から見た斜視図で、１
４は金型、１５、２５は押出機である。図８は、本発明の実施例２の他の実施の形態のブ
ラシ用毛材の断面図で、１８は発泡部、１９は樹脂部、３１はブラシ用毛材、４３は中空
部である。
【００３７】
　ブラシ用毛材２１は、図５及び図６に示すように、中空部３３が形成されており、合成
樹脂発泡体よりなる発泡部８と、合成樹脂よりなる樹脂部９が形成されている。そして、
発泡部８及び樹脂部９が、互いに隣接するように、一体的に接合されて筒状体１２が形成
されている。また、発泡部８には、合成樹脂発泡体の一種である低密度ポリエチレン樹脂
発泡体が、樹脂部９には、合成樹脂の一種である低密度ポリエチレン樹脂が使用されてい
る。
【００３８】
　次に、ブラシ用毛材２１の製造方法を説明する。ブラシ用毛材２１においては、発泡部
８に使用する樹脂は、低密度ポリエチレン樹脂の中にあらかじめ発泡剤を配合した後、図
７に示すように、押出機１５から先端に取り付けられた金型１４に充填される。また、樹
脂部９に使用する樹脂は、低密度ポリエチレン樹脂に発泡剤を配合する事無く、押出機２
５から先端に取り付けられた金型１４に充填される。押出機１５から金型１４に充填され
た樹脂は、発泡押出されると同時に、押出機２５から金型１４に充填された樹脂は、発泡
する事無く押出される。その後、冷却固化させることにより、発泡部８及び樹脂部９が、
互いに隣接するように、一体的に接合された筒状体１２が形成される。なお、この製造方
法は、溶融発泡成形の一種の押出発泡成形及び溶融成形の一種の押出成形の同時成形技術
、あるいは異形押出技術の一種の共押出と呼ばれている。
【００３９】
　このように構成されているので、ブラシ用毛材２１が被洗浄面に接触した時には、ブラ
シ用毛材２１に形成されてある発泡部８及び樹脂部９が、被洗浄面に接触する。発泡部８
には、合成樹脂発泡体の一種である低密度ポリエチレン樹脂発泡体が使用されてある為、
発泡部８は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、柔軟に接触させることができる。また、樹
脂部９には、合成樹脂の一種である低密度ポリエチレン樹脂が使用されてある為、発泡部
８に比べて、剛性を高く設定することが容易にでき、毛腰を強くすることができる。その
為、ブラシ用毛材２１は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、柔軟に接触させることができ
ると共に、毛腰を強くすることができ、高い洗浄力を発揮できる。
【００４０】
　また、ブラシ用毛材２１が被洗浄面に接触した時には、ブラシ用毛材２１に形成されて
いる中空部３３が、被洗浄面からブラシ用毛材２１に加えられた衝撃力を吸収する事がで
きる。その為、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる
。また、中空部３３が、被洗浄面からブラシ用毛材２１に加えられた衝撃力により変形す
ることにより、ブラシ用毛材２１の被洗浄面にたいする接触面積が、衝撃力に応じて適時
徐変する。その為、高い洗浄性を実現させることができると共に、極めて洗い残しを少な
くすることができる。
【００４１】
　また、ブラシ用毛材２１は、低密度ポリエチレン樹脂発泡体からなる発泡部８、及び低
密度ポリエチレン樹脂からなる樹脂部９からなる筒状体にて形成されてある為、使用目的
に応じて、ブラシ用毛材２１の毛腰及び洗浄力が最適になるように、ブラシ用毛材２１の
発泡部８及び樹脂部９の断面形状、長手方向の長さ、外径及び中空部３３の寸法を設定す
ることにより、毛腰が強く、高い洗浄性を実現させることができると共に、極めて洗い残
しが少ないブラシ用毛材２１を製作できる。
【００４２】
　また、ブラシ用毛材２１は、上記のような製造方法によっているので、発泡倍率の調整



(7) JP 4347656 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

、発泡剤の配合作業、押出成形等を、迅速かつ正確に実施することができ、ブラシ用毛材
２１の発泡部８及び樹脂部９の断面形状が、複雑である場合においても、製造を迅速かつ
、容易にできる。
【００４３】
　次に、請求項２の発明の別の実施例を図８に基づいて説明する。
ブラシ用毛材３１は、図８に示すように、合成樹脂発泡体よりなる発泡部１８及び合成樹
脂よりなる樹脂部１９が形成されると共に、発泡部１８の内側にたいして、樹脂部１９が
、一体的に接合されて、中空部４３が形成されてある。なお、材質は、発泡部１８には、
合成樹脂発泡体の一種である低密度ポリエチレン樹脂発泡体が、樹脂部１９には、合成樹
脂の一種である低密度ポリエチレン樹脂が使用されている。
【００４４】
　このように構成されているので、ブラシ用毛材３１が被洗浄面に接触した時には、合成
樹脂発泡体よりなる発泡部１８のみが接触する。その為、被洗浄面に傷を付ける事が無く
、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、発泡部１８の内側にたいして、樹脂部
１９が、一体的に接合されてある為、毛腰を強く保持することができる。さらに、中空部
４３は、被洗浄面からブラシ用毛材３１に加えられた衝撃力を吸収する事ができる。した
がって、ブラシ用毛材３１は、被洗浄面に傷を付ける事が無く、洗浄時の音を極力小さく
する事ができると共に、毛腰を強く保持することができる。また、被洗浄面に付着した汚
れ等が、さまざまな付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共に、耐
久性もよい。
【００４５】
　なお、中空部４３の形状については、例えば、楕円、長円、三角、四角、五角等、使用
目的に応じて必要とされる毛腰が形成されるよう、適時、設定してもよい。
【実施例３】
【００４６】
　次に、請求項３の発明の実施例を図９および図１０に基づいて説明する。
図９は、本発明のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図で、１０は細分割部、２２は筒状
体、４１はブラシ用毛材、５３は中空部である。また、図１０は、別の実施例を示す前面
側から見た斜視図で、２０は細分割部、３０は中央部、３２は筒状体、４０は延伸部、５
１はブラシ用毛材、６３は中空部である。
【００４７】
　ブラシ用毛材４１は、図９に示すように、長手方向の両側の先端部に細分割部１０が形
成された中空部５３を有する筒状体２２にて形成され、材質は、合成樹脂発泡体の一種で
ある低密度ポリエチレン樹脂発泡体が使用されている。
【００４８】
　このブラシ用毛材４１の製造方法は、まず最初に、低密度ポリエチレン樹脂の中にあら
かじめ発泡剤を配合した後、押出機の先端に取り付けられた金型を通して発泡押出させた
後、冷却固化させる。この製造方法は、溶融発泡成形の一種の押出発泡成形、あるいは異
形押出技術の一種の発泡押出と呼ばれている。次に、延伸機にて長手方向に延伸させた後
、所定長さに切断することにより、中空部５３を有する筒状体２２が形成される。次に、
筒状体２２の両側先端部の所定長さを、所定回転速度の分割刃を有する細分割加工機にて
細分割加工をして、細分割部１０を形成する。
【００４９】
　ところで、長手方向に延伸させる前記の製造方法は、一般的には、一軸延伸と呼ばれて
いる。一軸延伸とは、一方向にのみ延伸応力をかける加工法であり、延伸方向にたいして
は、分子配向が起こるので引張強さは著しく向上するが、延伸方向にたいして直角の方向
は、著しく弱くなり、裂けやすくなるという性質を有している。また、分子配向とは、線
状分子が溶融または固体状態において、外力の作用により、一定方向に配列することであ
る。
【００５０】
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　ブラシ用毛材４１は、このように構成されているので、ブラシ用毛材４１が被洗浄面に
接触した時には、ブラシ用毛材４１に形成されてある中空部５３が、被洗浄面からブラシ
用毛材４１に加えられた衝撃力を吸収する事ができる。その為、被洗浄面に傷を付ける事
が無く、洗浄時の音を極力小さくする事ができる。また、中空部５３が、被洗浄面からブ
ラシ用毛材４１に加えられた衝撃力により変形することにより、ブラシ用毛材４１の被洗
浄面にたいする接触面積が、衝撃力に応じて適時徐変する。その為、高い洗浄性を実現さ
せることができると共に、極めて洗い残しを少なくすることができる。
【００５１】
　また、ブラシ用毛材４１は、長手方向の両側の先端部に細分割部１０が形成された筒状
体２２にて形成されてある為、細分割部１０を形成している細分割された低密度ポリエチ
レン樹脂発泡体が、被洗浄面の細部に接触することができ、被洗浄面の細部まで高い洗浄
性を実現させることができると共に、極めて洗い残しを少なくすることができる。
【００５２】
　また、ブラシ用毛材４１は、延伸機にて長手方向に延伸させてある為、長手方向にたい
して高い引張強さを有することができる為、毛腰を強く保持することができる。その為、
ブラシ用毛材４１が被洗浄面に接触した時には、被洗浄面に付着した汚れ等が、さまざま
な付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共に、耐久性もよい。
【００５３】
　なお、細分割部１０の詳細形状については、例えば、異なる分割状態の細分割部を片側
ずつに形成する等、使用目的に応じて必要とされる洗浄力が形成されるよう、適時、設定
するとよい。
【００５４】
　次に、請求項３の発明の別の実施例を図１０に基づいて説明する。
ブラシ用毛材５１は、図１０に示すように、長手方向の中央に、中央部３０を有すると共
に、中央部３０の両側に延伸部４０が形成されており、長手方向の両側の先端部に細分割
部２０を有し中空部６３を有する筒状体３２にて形成されている。また、材質は、合成樹
脂発泡体の一種である低密度ポリエチレン樹脂発泡体が使用されている。
【００５５】
　次に、ブラシ用毛材５１の製造方法を説明する。
ブラシ用毛材５１は、まず最初に、低密度ポリエチレン樹脂の中にあらかじめ発泡剤を配
合し、押出機の先端に取り付けられた金型を通して発泡押出させた後、冷却固化させる。
次に、所定長さに切断後、延伸部４０が形成されるように、中央部３０を除いて、延伸機
にて長手方向に延伸させることにより、中空部６３を有する筒状体３２が形成される。次
に、筒状体３２の両側先端部の所定長さを、所定回転速度の分割刃を有する細分割加工機
にて細分割加工をする。これにより、細分割部２０を有するブラシ用毛材５１が形成され
る。
【００５６】
　ブラシ用毛材５１は、上記のように構成されているので、中央部３０が、延伸部４０に
比べて、外径を大きく保持されて形成されている。また、延伸部４０の外径は、中央部３
０の外径から徐変するように形成されている。その為、毛腰を強く保持することができ、
ブラシ用毛材５１が被洗浄面に接触した時には、被洗浄面に付着した汚れ等が、さまざま
な付着力を有する場合であっても、高い洗浄力を発揮できると共に、耐久性もよい。
　また、ブラシ用毛材５１は、低密度ポリエチレン樹脂発泡体からなる筒状体３２にて形
成されると共に、長手方向の両側の先端部に細分割部２０が形成されているので、被洗浄
面に傷を付ける事が無く、かつ、被洗浄面の細部まで高い洗浄性を実現させることができ
る。また、洗い残しを少なくすることができる。
【００５７】
　なお、ブラシ用毛材５１の中央部３０及び延伸部４０の外径、長さについては、使用目
的に応じて必要とされる毛腰及び洗浄力が形成されるよう、適時、設定すればよい。
【産業上の利用可能性】
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【００５８】
　本発明のブラシ用毛材は、さまざまな目的にたいして使用可能であるが、自動車、バス
、電車、新幹線、航空機等の外壁面用や内壁面用の洗浄ブラシに使用できるほか、路面清
掃用あるいは路面洗浄用の洗浄ブラシ、高層あるいは中低層ビルの外壁面や内壁面の洗浄
ブラシ、一般家庭用や業務用の洗浄あるいは清掃ブラシ用に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】請求項１の発明の実施例のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図である。
【図２】同、図１のブラシ用毛材の断面図である。
【図３】同、ブラシ用毛材の製造装置の斜視図である。
【図４】同、別の実施例のブラシ用毛材の断面図である。
【図５】請求項２の発明の実施例のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図である。
【図６】同、図５のブラシ用毛材の断面図である。
【図７】同、ブラシ用毛材の製造装置の斜視図である。
【図８】同、別の実施例のブラシ用毛材の断面図である。
【図９】請求項３の発明の実施例のブラシ用毛材を前面側から見た斜視図である。
【図１０】同、別の実施例のブラシ用毛材の斜視図である。
【符号の説明】
【００６０】
１、１１、２１、３１、４１、５１　ブラシ用毛材 
２、１２、２２、３２ 筒状体
３、１３、２３、３３、４３、５３、６３　中空部 
４、１４　金型
５、１５、２５　押出機 
６　蛇腹部 
７　溝部 
８、１８　発泡部
９、１９　樹脂部 
１０、２０　細分割部 
１７　凸部 
３０　中央部
４０　延伸部
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